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郵便事業株式会社

（旧郵政公社）

一般信書便事業者

特定信書便事業者

その他の事業者

・ユニバーサルサービスの提供責務

・全ての信書への参入が可能

・全国送達義務あり

・特定の信書について送達可

・全国送達義務なし

・送達禁止

信書送達の事業類型

平成１５年４月以降

競

争

１



北海道内の特定信書便事業者の参入状況①

年度別事業者参入状況 役務別提供事業者数

平成２３年３月末現在

２



北海道内の特定信書便事業者の参入状況②

所在地別事業者数 経営形態別事業者数

平成２３年３月末現在

３

札幌市

１６事業者

函館市

３事業者

北見市

１事業者

士別市

１事業者

室蘭市

１事業者

釧路市

１事業者

旭川市

１事業者

帯広市

１事業者

苫小牧市

１事業者



事業者名 所在地 事業（役務） 許可年月
（有）札幌郵送 札幌市白石区 ①　②　③ 平成１６年　３月
毎日軽自動車運送事業協同組合 札幌市白石区 ①　② 平成１６年１２月
（株）セイコーフレッシュフーズ 札幌市白石区 ① 平成１７年　６月
（有）オクノ物流 函館市 ①　③ 平成１８年　３月
キョーツー（株） 函館市 ① 平成１８年　３月
（株）士別ハイヤー 士別市 ①　③ 平成１８年　３月
ヴィング運送協同組合 札幌市白石区 ①　②　③ 平成１８年１０月
共通運送（株） 札幌市白石区 ①　②　③ 平成１９年　２月
赤帽タカノ運送店 札幌市手稲区 ①　②　③ 平成２０年　３月
(株)富田通商 北見市 ①　② 平成２０年　３月
心陽軽自動車運送協同組合 札幌市厚別区 ①　② 平成２０年　３月
(有)マルケー物流 札幌市厚別区 ①　②　③ 平成２０年　４月
(有)札幌こどものくに社 札幌市北区 ②　③ 平成２１年　３月
北ガスサービス（株） 札幌市中央区 ①　② 平成２１年　７月
下村速配有限会社 札幌市白石区 ①　②　③ 平成２１年１１月
札幌急配株式会社 札幌市手稲区 ①　③ 平成２１年１１月
大和梱包株式会社 札幌市北区 ①　②　③ 平成２１年１１月
赤帽室蘭軽自動車運送協同組合 室蘭市 ①　②　③ 平成２２年　５月
赤帽札幌軽自動車運送協同組合 札幌市東区 ①　②　③ 平成２２年　５月
武田運輸株式会社 札幌市東区 ① 平成２２年　７月
赤帽苫小牧軽自動車運送協同組合 苫小牧市 ①　②　③ 平成２２年　７月
赤帽釧路軽自動車運送協同組合 釧路市 ①　②　③ 平成２２年　７月
赤帽函館軽自動車運送協同組合 函館市 ①　②　③ 平成２２年１１月
赤帽帯広軽自動車運送協同組合 帯広市 ①　②　③ 平成２２年１１月
赤帽旭川軽自動車運送協同組合 旭川市 ①　②　③ 平成２３年　３月
北海道綜合警備保障株式会社 札幌市 ①　③ 平成２３年　３月

北海道内の特定信書便事業者の参入状況③

平成２３年３月末現在

４

① １号役務：長さ、幅及び厚さの合計が９０cm超又は重量が４kg超の信書を送達する役務
② ２号役務：信書便物が差し出された時から３時間以内に該当信書便物を送達する役務
③ ３号役務：料金が１，０００円を超える信書を送達する役務



５

・ 午前 / 午後便 12コース 巡回先箇所数 609箇所
・ 文書を仕分けし逓送袋へ詰める（市役所）
・ 逓送袋を車両へ積載（特定信書便事業者）
・ 区役所・保健センター・学校等で逓送袋の交換（特定信書便事業者）

運行表に指定された順序に巡回
直接受け渡しを行い、各集配施設から受領印を徴収

・ 帰庁し逓送袋を市役所へ（特定信書便事業者）

・ 情報セキュリティの確保
・ 安定した運行
・ 業務管理の負担減
・ コストの削減

・ 職員が文書を集配→人員や車両の維持確保が難しい→業務の見直し
・ 信書便法の施行（H15年）→特定信書便事業の事業展開（札幌はH16年）
・ 巡回集配として導入（H17年）

導入の経緯

利用形態

効果

北海道内の特定信書便事業者の利用状況【札幌市役所】



行政手続 信書便の利用対象 根拠法令

住民票の写し等の交付 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 住民基本台帳法第12条第6項

戸籍の謄本等交付 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事
項に関する証明書の交付

戸籍法第10条第4項

郵便等による不在者投票 身体障害者手帳あるいは戦傷病者手帳を持って
いる選挙人で一定の等級に該当する者の投票

公職選挙法第49条第2項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票 公職選挙法第49条の2第1項第2号

国税及び地方税の納税申告書の提出 納税申告書の提出 国税通則法第22条
地方税法第20条の5の3

行政手続き 信書便の利用対象 根拠法令

税務所長等の発する通知等の送付 還付に関する通知等、税務署や地方自治体が発
出する書類の送達

国税通則法第12条

投票所入場券の送付 市区町村の選挙管理委員会が交付する投票所入
場券の送付

国会議員の選挙等の執行経費の基
準に関する法律第13条第9項

６

○信書便による官公庁への書類の送達、公的書類の請求等が可能な事例

○官公庁から発する書類の送達に信書便を用いることが可能な事例

一般家庭等 官公庁
請求書類等の提出

官公庁
官公庁からの通知等

関係者等

信書便による送達が可能となった行政手続き



○ 特定信書便事業を営むためには総務大臣の許可が必要（法第２９条）
【許可基準】（法第３１条）

・事業計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること
・その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
・事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること

○ 検閲の禁止・通信の秘密の侵害の禁止（法第４条、法第５条）
○ 信書便約款の認可(法第１７条）
○ 信書便物であることの表示義務（法第２０条）
○ 還付できない信書便物の措置（法第２１条）
○ 信書便管理規程の認可（法第２２条）
○ 業務委託、信書便事業者間の協定又は契約の認可（法第２３条、法第２４条） 等

特定信書便事業の規律

総務大臣による

① 信書便事業の許可 ② 信書便約款の認可 ③ 信書便管理規程の認可
が必要。

１ 規 律

２ 信書便事業を行うには

７



特定信書便事業許可申請書に記載すべき事項

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名

② 次に掲げる事項を記載した事業計画
・ 特定信書便役務の種類
・ 信書便物の引受方法
・ 信書便物の配達方法
・ 他に事業を行っているときは、その事業の種類 等

信書便事業の許可の基準

① 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
（例） ・ 引受け及び配達の方法が適切なものであること 等

② その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
（例） ・ 事業計画が交通法規の遵守に合致したものになっていること

・ 事業収支見積りの算出が適正であること 等

③ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること

（例） ・ 事業を実施するための財産的基礎

・ 関係行政庁の必要な許可（例：貨物自動車運送事業法の許可等） 等

特 定 信 書 便 事 業 許 可 申 請 書

事 業 計 画

特定信書便事業許可について

８



９

① 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なもので
あること

受取人への手交や確実な受箱投函

（郵便・新聞受箱などへの投函）
受箱投函受取人への手交

② その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること

交通法令の遵守
(3時間以内の送達の役務のみ要記載）

60
止まれ 適正かつ明確な収支見積の算出

③ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること

財産的基礎 関係行政庁の必要な
許可など

信書便事業の許可の基準



特定信書便事業許可申請書の添付書類等

特 定 信 書 便 事 業 許 可 申 請 書

事 業 計 画

事 業 収 支 見 積 書

（ 事 業 収 支 見 積 書 根 拠 ）

特 定 信 書 便 役 務 の 内 容

例：貨物軽自動車運送事業経営届 写

事業開始予定日を記載した書類

事
業
開
始
に
要
す
る
資
金
及
び
そ
の
資

金

の

調

達

方

法

（
事
業
開
始
に
要
す
る
費
用
の
算
出
・

事

業

開

始

資

金

算

出

調

書

）

定
款
・
登
記
簿
謄
本
・
貸
借
対
照
表
・

損

益

計

算

書

・

役

員

経

歴

書

等

（信書便事業場見取り図）信書便の送達に自動車等の
輸送手段を使用する場合で
行政庁の許可その他の処分
を要するときは、その許可証
等の写しの添附が必要となり
ます

法
第
８
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

示

す

書

類

３
時
間
提
供
区
域
確
認
用
資
料

信書便物が差し出された時から
３時間以内に当該信書便物を送
達する役務（２号役務）の場合に
のみ必要となります

申請者が既法人の
場合、新たに法人を
設立する場合、個人
の場合等により提出
書類は異なります

10



信書便約款について

信書便約款設定認可申請書

有限会社○○信書便約款

11

信書便約款に記載すべき事項

① 信書便の役務の名称及び内容

② 信書便物の引受けの条件

③ 信書便物の配達の条件

④ 信書便物の転送及び還付の条件

⑤ 信書便物の送達日数

⑥ 信書便の役務に関する料金の収受及び

払戻しの方法

⑦ 送達責任の始期及び終期並びに損害賠

償の条件

⑧ その他信書便約款の内容として必要な事項

信書便約款の認可基準
① 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金

の収受に関する事項その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること

（例）

・ 提供する役務の名称及び内容

・ 大きさ及び重量の制限、包装の方法など引受け条件

・ 誤配達の際の措置、転送及び還付の条件 等

② 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと



12

① 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送
達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金
の収受に関する事項その他信書便事業者の責任に
関する事項が適正かつ明確に定められていること

大きさの制限（例）

重量の制限（例）

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ａ＋Ｂ＋Ｃの合計
が90cmを超え
180cm以内

重量4kgを超え
20kg以内

差出人

受取人

転送
還付

差出人から受取（例）

受取人から受取（例）

差出人

受取人

〈大きさ及び重量の制限〉 〈転送・還付の条件〉 〈料金の収受に関する事項〉

② 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

信書便約款の認可基準



信書便管理規程について

信書便管理規程設定認可申請書

有限会社○○信書便管理規程

信書便管理規程に記載すべき事項
① 信書便管理者の事業場ごとの選任及び次

に掲げる事項を職務に含むその具体的な職
務の内容
・ 信書便の業務の監督
・ 顧客の情報及び信書便物の管理

② 信書便物の引受け、配達その他の信書便
の業務における信書便物の秘密の保護に配
慮した作業方法

③ 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜
査時の信書便管理者その他の信書便の業
務に従事する者がとるべき報告、記録その
他の措置

④ 信書便の業務に従事する者に対する教育
及び訓練の実施

信書便管理規程の認可基準

信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること

（例）

・ 信書便管理者の選任

・ 信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法

・ 事故発生時等の措置

・ 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練内容 等 13



14

信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘
密を保護するものとして適当であること

事業場ごとの信書便管理者
の選任

信書便物の秘密の保護に配
慮した作業方法

業務に従事する者への教育
及び訓練

信書便管理規程の認可基準



信書便法令以外の所要の手続

登録免許税の納付

貨物運送事業に関する諸手続

許可の種類 納付税額 納付期限

特定信書便事業 ３万円 許可の日から１ヶ月を経過した日まで

・ 運送約款の変更手続

・ 料金の届出 等

・一般貨物自動車運送事業

・貨物軽自動車運送事業

・第一種、第二種貨物利用運送事業

（信書便物の送達に自動車等を使用する場合）

15



事業開始後の手続

報告事項

○ 営業報告書（法第３６条第１項、規則第４１条）

・ 経営形態及び資本、役員並び信書及び信書以外の事業に関する報告。

・ 提出書類：営業概況報告書、貸借対照表、損益計算書

・ 提出期限：毎事業年度の経過後１００日以内

○ 事業実績報告書（法第３６条第１項、規則第４１条）

・ 引受信書便物数実績、信書便物の紛失その他の事故の状況及び事業用不動産に

関する報告。

・ 提出書類：信書便事業実績報告書

・ 提出期限：毎年７月１０日（前年４月１日から当年３月３１日までのもの）

○ 臨時の報告（規則第４２条）

・ 信書の秘密の漏洩、信書便物の亡失等重大な事故又は犯罪が発生した場合等の

臨時の報告

その他

事業計画、信書便約款、信書便管理規程等の変更、事業の譲渡し及び譲受け、業務の
一部委託、事業の相続、事業の休止及び廃止等の事項については、認可申請や届出の手
続きが必要となります。

16



事後的な監督

事業改善命令、許可の取消等

○ 事業計画の遵守命令（法第２６条）
許可を受けた事業計画に従わずに業務を行っていると認められる場合には、許可を受

けた事業計画に従い業務を行うよう命ずることができる。

○ 事業改善の命令（法第２７条第１号、２号）

信書便事業の適正な運営を確保するため必要がある場合には、事業計画や信書便約款、

信書便管理規程を変更することや、その他事業の運営を改善するために必要な措置をと

ることを命ずることができる。

○ 許可の取消し等（規則第２８条）

信書便法に違反する行為をした等の場合には、その事業の許可を取消し、又は一定の

期間その事業の停止を命ずることができる。

報告の徴収・立入検査

○ 立入検査（法第３６条第２項）

事業開始後初めての事業実績報告書の提出を行った新規事業者に対して、当該報告書

の提出後半年以内に新規事業者検査を実施（全事業者が対象）。
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信書便事業の許可申請

信書便約款の認可申請

信書便管理規程の認可申請

審 査

情報通信行政・郵政行政審議会
への諮問・答申

許可・認可

標
準
処
理
期
間

１
～
２
か
月

※

「信書便約款の認可申請」及び「信書

便管理規程の認可申請」に関しては、

「信書便事業の許可」を取得した後に

行うことも可能。

（その際、事業開始までに要する期

間は更に１～２ヶ月以上要する。）

特定信書便事業

事業許可申請から事業開始まで
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1 手続関係（事業開始前）

Ｑ） 申請手続に関しては、どのくらい費用が必要でしょうか。
Ａ） 申請手続に関しては、申請手数料や審査手数料などの費用は必要ありませんが、

事業許可を取得した際に、登録免許税として、３万円の納付が必要です。
（注：一般信書便事業の場合、９万円）

Ｑ） 特定信書便事業の許可申請に当たり、資本金の額等の条件はありますか。
Ａ） 資本金の額等に特段の条件はなく、また、法人、個人の別も問われません。ただし

、法律で規定する欠格事由に抵触する場合には、申請を行っても、許可を受けるこ
とができません。

2 手続関係（事業開始後）

Ｑ） 特定信書便事業を開始した後に、提供区域や料金を変更する場合、新たに申請を
しなければならないのですか。また、その際には、新たに登録免許税が必要になる
のでしょうか。

Ａ） ３時間以内の送達の役務を提供している場合には、提供区域の変更又は区間の増
加の際、事業計画の変更手続が必要となります。なお、特定信書便役務の場合、料
金の設定・変更についての手続は何ら必要ありません。
また、登録免許税（３万円）は、許可を受ける際に納付すれば、以後、新たな納付は
必要ありません。
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Ｑ） 特定信書便事業を行う場合、３種類の役務を全て提供しなくてはならないのですか。
Ａ） ３種類の役務を全て提供する必要はありません。提供役務の種類は自由に選択でき、追加・変

更することもできます。

Ｑ） 長さ、幅及び厚さの合計が９０ｃｍを超えるもの（１号役務）を取り扱う場合、重量が
４ｋｇを超えるという条件も満たす必要がありますか。

Ａ） 必要ありません。取り扱う信書便物が、長さ、幅及び厚さの合計が９０ｃｍを超えるか、又は、重
量が４ｋｇを超えることのいずれかに該当すれば結構です。

Ｑ） ３時間サービスの「３時間」とは、どの時点からどの時点までを示すのでしょうか。
Ａ） 「３時間」とは、信書便物が差し出された時から配達されるまでに要する時間が３時間以内であ

ることを意味します。

Ｑ） 料金が1,000円超のサービスの場合、その料金は消費税を除いて1,000円を超えなければなら
ないのですか。

Ａ） 料金は、消費税も含めて、1,001円以上で設定されていれば結構です。

特定信書便役務関係
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